
アンケート調査項目　比較表

調査基準日

調査項目
１８歳未満
（児童）

頁
１８歳以上
（成人）

頁
１８歳未満
（児童）

１８歳以上
（成人）

記入者 ○ 1 ○ 1 ○ ○

年齢 ○ 1 ○ 1 ○ ○

性別 ○ 1 ○ 1 ○ ○

身体障害者手帳の所持状況（等級） ○ 1 ○ 1 ○ ○

身体障害者手帳の所持状況（取得時の年齢） ○ 1 ○ 1 ○ ○

身体障害の主たる障害名 ○ 2 ○ 2 ○ ○

療育手帳の所持状況（程度） ○ 2 ○ 2 ○ ○

療育手帳の所持状況（取得時の年齢） ○ 2 ○ 2 ○ ○

精神障害者保健福祉手帳の所持状況（等級） ○ 2 ○ 2 ○ ○

精神障害者保健福祉手帳の所持状況（取得時の年齢） ○ 2 ○ 2 ○ ○

発達障害診断の状況 ○ 2 ○ 2 〇 〇

強度行動障害の状況 ○ 3 ○ 3 〇 〇

高次脳機能障害の状況 ○ 3 ○ 3 〇 〇

難病罹患の状況 ○ 3 ○ 3 〇 〇

医療ケアの状況 ○ 3 ○ 4 〇 〇

現在の暮らし場所 ○ 5 〇

同居人の状況 〇 4 ○ 5 〇 ○

支援・介助の状況 〇 4 ○ 6 〇 〇

主な介助者 〇 5 ○ 7 〇 〇

主な介助者の属性（年齢・性別・健康状態） 〇 5 ○ 7 〇 〇

主な介助者が介助できなくなった場合の対応 〇 5 ○ 7 〇 〇

介助に係る困りごと 〇 5 ○ 8 〇 〇

将来の暮らし場所 〇 6 ○ 8 〇 〇

通院等に係る困りごと 〇 6 ○ 8 〇 〇

地域で生活するための支援の種類 〇 6 ○ 8 〇 〇

外出頻度 〇 7 ○ 9 〇 ○

外出目的 〇 7 ○ 9 〇 〇

外出時の同伴者 〇 7 〇

外出時の困りごと ○ 7 ○ 9 ○ ○

平日日中の過ごし場所 ○ 8 ○ 10 ○ 〇

勤務形態 ○ 10 ○

求職の場所 ○ 10 ○

就労勤続年数 ○ 10 ○

就労意欲 ○ 8 ○ 11 〇 〇

就労経験 ○ 11 〇

職業訓練の必要性 ○ 8 〇

就労支援に必要なもの ○ 9 ○ 12 〇 ○

余暇支援に必要なこと ○ 9 ○ 12 〇 〇

健康維持の取組み（スポーツ体験） ○ 10 ○ 13 〇 〇

文化・芸術活動の取組み（活動・鑑賞） ○ 10 ○ 13

文化・芸術活動での困りごと ○ 11 ○ 14

障害支援区分 ○ 15 〇

要介護度 ○ 15 〇

介護保険サービス利用の有無 ○ 15 〇

医療ケア・重度障害に対応する事業者 ○ 12 ○ 16 〇 〇

障害福祉サービスの利用状況・評価等 ○ 12 ○ 16 ○ ○

今後、利用したいサービス ○ 12 ○ 16 〇 ○

利用していない理由 ○ 12 ○ 16 〇 ○

満足していないサービスと理由 ○ 18 ○ 22 〇 〇

相談相手 ○ 19 ○ 23 ○ ○

障害福祉サービスに係る情報源 ○ 20 ○ 23 〇 ○

情報の取得などに関する困りごと ○ 20 ○ 24 〇 〇

差別体験 ○ 21 ○ 25 ○ ○

差別体験の場所 ○ 21 ○ 25 〇 ○

差別体験の内容 ○ 21 ○ 25 ○ ○

成年後見制度を利用しない理由 ○ 22 ○ 26 ○ 〇
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災害時の避難 ○ 23 ○ 27 ○ 〇

災害時の支援者の状況 ○ 23 ○ 27 ○ 〇

災害時に困ること ○ 23 ○ 27 ○ 〇

災害時の避難場所 ○ 24 ○ 28 ○ 〇

災害時の障害配慮 ○ 24 ○ 28 ○ 〇

手話によるコミュニケーションの要否 ○ 24 ○ 29

手話通訳派遣の利用 ○ 24 ○ 29

遠隔手話通訳の利用 ○ 25 ○ 29

手話の取得について ○ 25 ○ 29

手話等への理解について ○ 25 ○ 30

感染症への不安（新型コロナウイルス感染症）

新型コロナ拡大と5類への変更に伴うそれぞれの生活の変化 〇 〇

自由記述 ○ 27 ○ 30 〇 〇

前回からの変更点（黄色着色部分）

　・国の障害者基本計画において障害者が地域において鑑賞、創造、発表等の多様な文化芸術活動に参加することができるよう求められており、前回調
査時には余暇支援の回答項目の一つであった文化・芸術活動に係る事項を独立した質問項目とし、鑑賞や創作活動への参加についてお答えしてもらう
こととしました。
　・本年6月に手話言語推進法が施行され、法の趣旨を踏まえ障害者計画を策定することとされていることから、手話を主なコミュニケーション手段とする
方に対し、本市手話通訳関連事業の利用状況や手話の取得手段などについての項目を新設しました。
・令和５年５月に新型コロナウイルス感染症は５類に移行していたことから、今回についてはコロナウイルス感染症についての項目は削除しています。
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